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役場の代表電話は☎（84）1111 です

お
し
ら
せ

（
町
民
税
務
課
）

　

町
の
税
金
や
上
下
水
道
料
金
、
保

育
料
な
ど
の
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が

記
載
さ
れ
て
い
る
「
五
霞
町
納
税
等

記
録
票
」
は
、
役
場
④
番
窓
口
に
備

え
付
け
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
町
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

も
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
税
務
課　

税
務
Ｇ

　

☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

（
産
業
課
）

　

茨
城
県
農
地
中
間
管
理
機
構
で

は
、
規
模
縮
小
や
経
営
転
換
等
の
理

由
に
よ
り
、
農
地
の
貸
付
を
希
望
さ
れ

る
方
の
申
出
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

お
借
り
し
た
農
地
は
、
公
募
で
募
集

し
た
担
い
手
の
方
に
対
し
、
茨
城
県
農

地
中
間
管
理
機
構
が
転
貸
し
ま
す
。

　

農
用
地
の
貸
借
手
続
き
の
流
れ

や
、
公
募
に
応
募
さ
れ
て
い
る
担
い

手
の
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
茨
城
県

農
地
中
間
管
理
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

○
受
付
期
間

　

４
月
３
日
㈪
～
５
月
１
日
㈪

○
届
出
書
配
布
・
受
付
場
所

　

産
業
課
窓
口

○
お
問
い
合
わ
せ 

　

産
業
課　

地
域
振
興
Ｇ

　

☎
（84）
２
５
８
２
（
直
通
）

（
町
民
税
務
課
）

　

平
成
29
年
度
の
人
間
ド
ッ
ク
・
脳

ド
ッ
ク
検
診
者
へ
の
助
成
の
受
付
を

し
ま
す
。
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
さ
れ

る
方
は
、
特
定
健
康
診
査
は
受
診
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

検
診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
次
に

よ
り
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

○
受
付
開
始
日

　

４
月
17
日
㈪
か
ら

　

※
窓
口
受
付
の
み

○
場
所　
町
民
税
務
課
（
②
窓
口
）

○
受
付
人
数　
50
名　

※
先
着
順

○
対
象
者

　

五
霞
町
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
、
平
成
29
年
度
中
に
30
歳
以
上
74

歳
に
達
す
る
方
（
※
国
保
税
完
納
者

に
限
る
）

○
助
成
額　
１
５
，
０
０
０
円

○
持
参
す
る
も
の　
保
険
証
、
印
鑑

○
検
査
医
療
機
関

　

受
付
の
際
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ 

　

町
民
税
務
課　

町
民
Ｇ

　

☎
（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

（
町
民
税
務
課
）

　

猶
予
制
度
と
は
、
町
税
を
一
時
に

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、

ま
た
は
財
産
の
差
押
や
売
却
を
直
ち

に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
事
業
の

継
続
も
し
く
は
生
活
の
維
持
を
困
難

に
す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
利
用
で

き
る
制
度
で
「
徴
収
の
猶
予
」
と
「
換

価
（
売
却
）
の
猶
予
」
が
あ
り
ま
す
。

○
徴
収
の
猶
予
の
要
件

・
災
害
、
盗
難
、
病
気
な
ど
に
よ
り

一
時
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き

・
事
業
の
休
廃
止
、
事
業
上
の
損
失

等
に
よ
り
一
時
に
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き　

な
ど

○
換
価
（
売
却
）
の
猶
予
の
要
件

・
納
税
に
つ
い
て
誠
実
な
意
思
を
有

し
て
い
る
人
が
、
町
税
を
一
時
に

納
付
す
る
こ
と
に
よ
り
事
業
の
継

続
ま
た
は
生
活
の
維
持
を
困
難
に

す
る
恐
れ
が
あ
る
と
き

・
猶
予
を
受
け
る
町
税
以
外
の
町
税

に
滞
納
が
な
い
と
き

・
平
成
29
年
4
月
1
日
以
後
に
納
期

限
が
到
来
す
る
町
税
で
、
そ
の
町

税
の
納
期
限
か
ら
６
か
月
以
内
に

申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き

　

な
ど

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
税
務
課　

税
務
Ｇ

　

☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

（
教
育
委
員
会
）

　

町
内
の
小
中
学
校
に
在
籍
す
る
児

童
生
徒
の
い
る
ご
家
庭
で
、
経
済
的

な
理
由
（
所
得
状
況
等
）
に
よ
り
就

学
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

学
用
品
費
等
の
一
部
を
援
助
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
、
４
月
中

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ 

　

教
育
委
員
会　

学
校
教
育
Ｇ

　

☎
（84）
１
４
６
２
（
直
通
）

町
税
を
一
時
に
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
人
の
た
め

に
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す

就
学
援
助
制
度
が
あ
り
ま
す

五
霞
町
納
税
等
記
録
票
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

平
成
29
年
度
第
１
回

農
用
地
の
貸
付
希
望
受
付

を
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の

人
間
ド
ッ
ク
、
脳
ド
ッ
ク
検

診
の
助
成
受
付
を
し
ま
す


